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令和２年市議会９月定例会議案 

所 管 番   号 案            件 

財 務 報告第 ６号 令和元年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率

について 

経 済 報告第 ７号 令和元年度知立まちづくり株式会社決算について 

総 務 同意第１９号 知立市監査委員の選任について 

総 務 議案第５８号 知立市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例 

水 道 議案第５９号 令和元年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について 

 議案第６０号 令和２年度知立市一般会計補正予算（第８号） 

国 保 議案第６１号 令和２年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 

長 寿 議案第６２号 令和２年度知立市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

国 保 議案第６３号 令和２年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

下 水 議案第６４号 令和２年度知立市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 認定第 １号 令和元年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について 

国 保 認定第 ２号 令和元年度知立市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

財 務 認定第 ３号 令和元年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

長 寿 認定第 ４号 令和元年度知立市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

国 保 認定第 ５号 令和元年度知立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

水 道 認定第 ６号 令和元年度知立市水道事業会計決算認定について 

下 水 認定第 ７号 令和元年度知立市下水道事業会計決算認定について 

 



報告第６号 

 

   令和元年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項に規定する健全化判断比率及び同法第２２条第１項に規定する公営企業の資金

不足比率を次のとおり報告する。 

 

  令和２年９月８日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

１ 健全化判断比率 

（単位：％） 

比率名 健全化判断比率 早期健全化基準 

実質赤字比率 － １２.９０ 

連結実質赤字比率 － １７.９０ 

実質公債費比率 ３．１ ２５.０ 

将来負担比率 － ３５０.０ 

 備考 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負

担比率が算定されない場合は、「－」を記載する。 

 

２ 公営企業の資金不足比率 

（単位：％） 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

水道事業会計 － ２０.０ 

下水道事業会計 － ２０.０ 

 備考 資金不足比率が算定されない場合は、「－」を記載する。 

 

 



報告第７号 

 

令和元年度知立まちづくり株式会社決算について 

 

 知立まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類を、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に準じ、別紙のとおり報告する。 

 

  令和２年９月８日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

 

 

 



議案第５８号 

 

知立市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年９月８日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例 

 

知立市職員特殊勤務手当条例（昭和５６年知立市条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表防疫手当の項中 

「 

感染症患者若しくは、感染症の疑いの

ある患者の救護又は感染症の病原体の

付着した物件の処理作業 

日額 ５００ 

                          」を 

「 

感染症患者若しくは感染症の疑いのあ

る患者の救護又は感染症の病原体の付

着した物件の処理作業（次項に掲げる

ものを除く。） 

日額 ５００ 

市長の定める場所において、新型コロ

ナウイルス感染症（新型コロナウイル

ス感染症を指定感染症として定める等

の政令（令和２年政令第１１号）第１

条 に 規 定 す る も の を い う 。 以 下 同 

日額 ３，０００

（ただし、新型コ

ロナウイルス感染

症の患者若しくは

その疑いのある者 



じ。）から市民等の生命及び健康を保

護するために緊急に行われた措置に係

る作業であって市長の定めるもの 

の身体に接触し、

又はこれらの者に

長時間にわたり接

して行う作業その

他市長がこれらに

準ずると認める作

業に従事した場合

の日額は、４，０

００） 

                          」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の知立市職員特殊勤務手当条例の規定

は、令和２年９月８日から適用する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業に従事した職

員に対して防疫手当を支給するため、必要があるからである。 



議案第５９号 

 

   令和元年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 令和元年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金３，２４７，７０２，０８６円

のうち、９３，７８３，０００円を減債積立金に積み立て、残余を翌年度に繰り越

すため、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に基

づき議会の議決を求める。 

 

  令和２年９月８日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

提案理由 

 この案を提出するのは、令和元年度未処分利益剰余金の一部を処分し、減債積立

金に積み立てるため必要があるからである。 

 




